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本県では、昭和５７年度策定の「千葉県障害者施策長期推進計画」以来、数か年

にわたる基本計画を策定し、計画に基づき、障害者施策の推進と、障害福祉サービ

スや相談支援を提供するための体制の確保を図ってきました。 
 

この間、国では社会モデルの概念が盛り込まれた「障害者基本法」の改正（平成２

３年８月公布）や、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「障害者

差別解消法」という。）」の成立（平成２５年６月公布）等、様々な法整備を経た後、

平成２６年に障害のある人に関する初めての国際条約である「障害者の権利に関する

条約（以下「条約」という。）」を批准しました。本条約については、令和４年に障害

者権利委員会による政府報告の審査が実施され、同委員会による見解及び勧告を含め

た総括所見が採択・公表されました。 

 

また、近年では、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関

相互の連携強化等を内容とした「障害者差別解消法」の一部改正（令和３年６月公布）

や、障害のある人による情報取得及び利用並びに意思疎通支援に係る施策に関して基

本理念を定め、国や地方公共団体等の責務を明らかにした「障害者による情報の取得

及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」（令和４年５月公布）の制

定など、様々な制度改正等を通じ、障害のある人の地域生活を支える仕組みの構築が

図られてきたところです。 

 

一方、本県においては、これまで重度の強度行動障害のある人に対する支援を担っ

てきた千葉県袖ケ浦福祉センターが令和４年度末をもって廃止されました。今後は、

「千葉県重度の強度行動障害のある方への支援システム」を円滑に運用し、本人に

合った暮らしの場を確保していく必要があります。 

 

このほか、新型コロナウイルス感染症の拡大は、相談支援を受ける機会の喪失や、

コミュニケーション方法の制約など、障害のある人に大きな影響を与えました。この

ような非常時では、障害のある人がより深刻な影響を受けることから、非常時に障害

のある人が受ける影響などに留意し、各種施策を推進していかなければなりません。 

 

本県では、以上のような障害者施策や社会情勢の変化に的確に対応しながら、障害

のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会の構築を目指して、第八次千葉県障

害者計画を策定します。  

１ 計画策定の背景 



2 

 

 

本計画は、障害福祉に関する総合的な計画として、より実効性の高い計画とするた

め、以下の計画や施策を一体的に策定するものです。 

① 都道府県障害者計画（「障害者基本法」第１１条第２項） 

② 都道府県障害福祉計画（「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（以下「障害者総合支援法」という。）」第８９条第１項） 

③ 都道府県障害児福祉計画（「児童福祉法」第３３条の２２第１項） 

※難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画を含む。 

④ 手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助員の養成その他手話等の

普及の促進に必要な施策（「千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例（以下

「手話言語等条例」という。）」第８条第１項） 

 

また、本計画は、令和４年に制定された「障害者による情報の取得及び利用並びに

意思疎通に係る施策の推進に関する法律」の規定の趣旨を踏まえて策定しているほ

か、千葉県総合計画や千葉県地域福祉支援計画、千葉県保健医療計画等といった、障

害者施策に関連する本県の他の計画と連携し、整合性を図りながら策定しています。 

 

＜国・県の計画等策定状況＞ 

 

 

  

第３期計画

第７期計画基本指針

第３期計画基本指針

第５次計画

6 7 8

第８次計画

第７期計画

27 28 29 30～平成23 24

県

障害者計画 第４次計画（21年度～） 第４次計画＜改訂＞

25 26

障害福祉計画 第２期計画（21年度～） 第３期計画

年度
令和
元

2 3 4 5

第４期計画 第５期計画

第１期計画

第５次計画 第６次計画 第７次計画

第６期計画

国

障害者基本計画 第３次計画 第４次計画

障害福祉計画
基本指針

第２期計画基本指針
（21年度～）

第２次後期（20年度～）

第２期計画基本指針

第３期計画基本指針 第４期計画基本指針 第５期計画基本指針 第６期計画基本指針

障害児福祉計画
基本指針

第１期計画基本指針

第２期計画障害児福祉計画

２ 計画策定の趣旨・位置付け 
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条約は、障害のある人の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害のある人の固有

の尊厳の尊重を促進することを目的としていますが、このような条約の理念は障害者

基本法においても引き継がれ、同法第１条では、「障害の有無にかかわらず、等しく

基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」との基本理

念が示されています。 

 

第八次千葉県障害者計画では、このような障害者基本法と共通の基本理念の下、 

障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会の構築 

を目標として掲げ、目標とすべき社会の姿を常に念頭に置きながら、本計画に基づ

く施策を推進していきます。 

 

 

 

（１） 自己決定の尊重と意思決定の支援 

障害者施策の策定や実施に当たっては、障害のある人やその生活を支援する家族等

の意見を尊重し、施策に反映させていくとともに、障害のある人が適切に意思決定を

行い、その意思を表明することができるよう、意思決定の支援を行っていきます。 

 

（２） あらゆる場面におけるアクセシビリティの向上 

障害のある人のアクセシビリティ向上の環境整備を図り、障害のある人の活動を制

限し、社会への参加を制約している社会的障壁の除去を進め、障害のある人がその能

力を発揮しながら安心して生活できるように施策を推進していきます。 

障害のある人がそれぞれの地域で安全に安心して暮らしていくため、アクセシビリ

ティに配慮した施設等の普及促進に努めていくほか、必要な情報に円滑にアクセス

し、意思表示やコミュニケーションを行うことができるよう、社会的障壁の除去に向

けた各種取組を推進します。 

 

（３） 当事者本位の総合的・横断的な支援 

障害のある人が各ライフステージを通じて適切な支援を受けられるよう、福祉や教

育、雇用等の各分野の有機的な連携の下、施策を総合的に展開し、切れ目のない支援

を行います。 

３ 計画の基本理念と目標 

４ 策定に係る各分野に共通する基本的な考え方 
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複数の分野にまたがる課題については、障害のある人やその生活を支援する家族等

の意向を踏まえつつ、福祉や教育、医療、雇用等の各関係機関等で必要な情報を共有

する等、連携を図りながら、総合的かつ横断的に対応していきます。 

 

（４） 障害特性等に配慮した支援 

障害者施策については、障害特性や障害の状態等に応じ、障害のある人の個別的な

支援の必要性を踏まえて策定、実施します。 

その際、外見からは判別しにくい障害が持つ特有の事情を考慮するとともに、状態

が変動する障害は症状が多様化しがちであり、障害の程度を適切に把握することが難

しい点についても留意します。 

 

（５） 複合的困難に配慮したきめ細かい支援 

障害のある女性をはじめ、複合的に困難な状況に置かれた障害のある人に対して

は、きめ細かい配慮の下、施策を実施していく必要があります。 

障害のある女性については、性犯罪や性暴力等、女性であることにより複合的に困

難な状況に置かれる場合があることも念頭に置きつつ、施策を推進していきます。 

また、障害のある子どもについては、成人とは異なる支援が必要であることに留意

しながら、子どもの能力や可能性を最大限に伸ばすため、一人一人のニーズに応じた

支援を行います。 

 

（６） 障害を理由とする差別の解消 

障害者差別解消法や「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例

（以下「障害者条例」という。）」に基づき、様々な主体との連携を図りつつ、事業

者、県民一般等の幅広い理解の下、障害者差別の解消に向けた取組を積極的に推進し

ます。 

 

（７） 施策の総合的かつ計画的な取組の推進 

障害者施策のＰＤＣＡサイクルを構築し、着実に実行するとともに、当該サイクル

等を通じて施策の見直しを行います。 

 

①企画（Plan） 

必要なデータ収集を行い、障害のある人や障害のある人を取り巻く社会環境を適切

に把握しながら、計画に掲げる施策について具体的な数値目標等を設定し、より効果

的な施策を企画します。 
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②実施（Do） 

障害のある人やその家族等の意見を聴き、高齢者施策や医療関係施策等、障害者施

策に関係する他の計画や施策等との整合性を確保しながら、計画の内容を踏まえた事

業を実施します。 

 

③評価（Check） 

数値等に基づき取組の実施状況やその効果の把握、評価を行い、施策の実施に当た

り課題や支障が生じている場合は、具体的な要因について必要な分析を行い、その円

滑な解消に努めます。 

 

④見直し（Act） 

障害者施策の推進に係る取組の実施状況やその効果に係る評価結果を踏まえ、取組

の見直しや、新規施策の検討を行います。 

なお、社会情勢の変化等により本計画の変更の必要性が生じた場合は、計画期間の

途中であっても、本計画を柔軟に見直すこととします。 

 

（８） 持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現（ＳＤＧｓの視点） 

ＳＤＧｓは、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現

を目指す世界共通の目標です。 

ＳＤＧｓの考え方は、障害者施策の推進に当たり、県が目指すべき方向性と同じで

あることから、様々な関係者と共生社会の実現という考え方を共有し、広範な課題に

対して連携・協同して取り組むこととします。 

 


